
 

 

令 和 ８ 年 度 事 業 計 画 

 

１．基本方針 

  公益社団法人大泉町シルバー人材センターは、平成７年に設立され、平成１３年に法

人化し、平成２４年４月には公益社団法人に移行した。その間、事業環境は、高齢社会

を見据え、従来からの「請負」、「委任」の契約に加え、新たに「シルバー派遣事業」及

び「有料職業紹介事業」を可能とするなど、多様な就業機会の確保・提供を進め、急増

する高齢者の受け皿としての機能を十分発揮できるよう大きく変化してきています。 

国においては、生涯活躍社会の実現を目指し、６５歳までの定年延長に加え、７０歳

まで働くことのできる職場環境を整備しています。このような就業対策等の影響もあり、

若い会員の確保は難しい状況となっていますが、元気な働く意欲のある高齢者が年齢や

体力に見合った柔軟な働き方ができるという点においては、シルバー人材センターでの

「臨・短・軽」という就業は大きな選択肢となり、それを担うセンターの役割は益々重

要となっています。 

令和８年度は、引き続き安全就業を最優先の課題として取り組み、事故や怪我のない

就業に努めるとともに、毎年度の課題でもある減少する会員の確保や高齢化、退会等そ

の対応策について検討し、会員が楽しく就業できるような環境づくりに努めてまいりま

す。また、インボイス制度やフリーランス法、さらには新たな契約方法についても適切

に対応してまいります。 

今年度は事務所の移転が予定されています。気持ちも新たに再スタートし、会員のニ

ーズに沿った請負事業や派遣事業の就業先の確保に努め、当センターの事業発展を図っ

てまいります。 

 

２．実施計画 

（１）事業推進体制の整備 

・総会は、全会員の意思が直接反映される場であり、年間の決算や事業報告を審議す

る等、会員にとって有意義な総会とする。  

・理事会は、理事全員の意見交換、議論を通じて業務執行に当たる。そのため必要に

応じ随時理事会を開催し、効率的な執行に努める。 

・専門部会は、各専門分野における重要な課題について、積極的に調査、検討を加え、

効率的かつ安全な事業推進のための提言を行う。 



 

・会員自らは、「自分達で出来ることは自分達で行う」という姿勢に立ち、「自主・自

立」の理念を実践する。 

（２）交流研修事業 

・全国シルバー人材センター事業協会、関東ブロック人材センター連絡協議会、群馬

県シルバー人材センター連合会等主催の事業への積極的な参加を促進する。 

（３）安全就業の推進 

・毎朝のミーティングをとおして安全が最優先だという意識の徹底を図るとともに、

安全・適正就業基準の遵守や就業義務違反取扱要綱の厳格な運用により、事故のな

い就業に努める。 

・理事・監事及び事務局で就業箇所への安全パトロールを実施し、就業者の安全を指

導、確認する。 

・夏場の熱中症対策として就業場所へのおしぼり配布について引き続き実施する。 

・熱中症対策空調服購入助成金制度を実施する。 

・外作業については熱中症警戒アラートの発出状況によって就業時間を短縮するとと

もに 8月の就業は午前中のみとする。 

・事故防止のために安全に関する講習会等を実施するとともに、安全用具の貸与等必

要な用具については、より一層の充実を図る。 

・安全に対する年間計画を作成し、会員相互の共通理解に努める。 

・会員の健康管理の推進のため健康診断実施状況の把握に努める。 

（４）適正就業の推進 

・請負事業については減少傾向にあるので、積極的に就業開拓に取り組むとともに 

 事業後継者の育成、確保に努める。また、事業内容を精査し、連合会等と協議しな

がら派遣事業への転換について促進する。 

・シルバー派遣事業については、新たな就業先の確保に努め、急増する高齢者の受け

皿としての機能を十分発揮できるような事業展開を図る。 

・未就業会員の解消に努め、就業率の向上を図る。 

（５）普及啓発活動の実施 

・センター事業の理念、仕組み等を広く町民に周知するため、年２回発行の広報「シ

ルバーおおいずみ」や新聞への広告掲載、作業車へのマグネット広告の貼付により

周知を図るとともに、ホームページの活用を促進する。また、より効果的な普及啓

発の方法について調査研究を行う。 

・会員一人ひとりがＰＲマンの意識を持ち、町民へのＰＲに努める。 

（６）シルバーお助け隊事業の推進 

  ・お年寄りが住み慣れた地域で安心して暮らせるよう支援する事業としてスタートし



 

たシルバーお助け隊事業について、更なるＰＲに努め、事業の推進を図る。 

（７）会員拡大及び就業開拓の推進 

・意欲と能力のある高齢者に対し、「会員１人１入会運動」等により地域の支え手とし

て活躍できるセンターへの入会を勧め会員拡大に努めるとともに、会員の知識、経

験を活かせる就業機会を確保するため、「会員１人１就業開拓運動」を推進する。 

・会員の退会抑制の方策について検討する。 

・町主催の企業情報交換会への参加をとおして情報収集を図りながら、新たな就業先

の開拓に努める。 

（８）空家等管理事業の推進 

大泉町と締結した」「空家等の適正な管理の推進に関する協定書」に基づき、相互に

連携を図りながら事業のＰＲに努める。 

（９）能力開発講習事業の推進 

・会員の就業に資する技能講習会等を実施し、就業機会の拡大に繋げるとともに、少

子高齢社会を見据えた介護、家事援助講習会等の実施について検討する。 

（10）社会参加の推進 

・保健福祉まつりや町民清掃活動等へ参加するなど、行政関係事業や地域社会ボラン

ティア活動に積極的に参加し、センター事業の町民への周知に努める。 

（11）生きがいの充実 

・会員同志のコミュニケ―ションを促進し、会員の仲間意識の醸成を図り楽しく仕事

に取り組める環境づくりに努める。 


